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和歌山市市有建築物耐震化促進計画(概要) 

 

 

 

 2003年（平成１５年）１２月に、和歌山市は、「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法」に基づく推進地域に指定されました。また、中央構造線帯活断層を直下に抱え

るため、地震被害を減じる対策は急務となっています。 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が平成１８年１月に改正施行され、これを受け、本市

では、市内にある建築物の耐震性向上に向けて、「和歌山市住宅・建築物耐震化促進計画」を策定

しました。 

今後、建築物の所有者は、所有する施設の耐震対策を自らの問題、地域防災対策の問題として、

積極的に取り組むことが求められます。 

特に和歌山市の所有する施設は、平常時の市民利用の観点はもとより、地震災害の発生時には、

災害対策の拠点や避難施設としての機能を発揮することが求められます。 

そこで、昭和５６年５月以前の耐震基準で建設された市有建築物の耐震化を図るため「市有建築

物耐震化促進計画」を策定しました。 

 

 

 

 

１ 計画の趣旨と目的 

災害に強いまちづくりの推進のため、既存の市有建築物全体を見据え、耐震診断、耐震改修を

計画的・効果的に進めるために定めた計画です。 

  ① 防災活動拠点としての機能を発揮 

  ② 避難場所の安全確保 

  ③ 施設利用市民の安全確保 

  ④ 生活基盤施設の確保 

 

 

 

 

［地域防災計画上の位置付け］ 

 和歌山市地域防災計画の「第２編災害予防計画 第１章災害に強いまちづくり 第５節建築物の

災害予防 第３項市有建築物の防災対策」において、この計画により、防災活動拠点となる市有施

設の耐震化を計画的に推進することとされています。 
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２ 市有施設の耐震化計画の手順 

本市においては、学校施設等一部の施設を除き耐震診断が実施されていないため、改修計画策

定に先だって耐震診断を行う必要があります。そこで、耐震診断の優先順位付けを行うため次の

項目を主として、検討を行いました。 

① 市有施設の全施設の把握（規模、構造、建築年、用途等） 

② 対象施設の抽出 

③ 対象施設の用途（地域防災計画等）の分類 

④ 施設の要求耐震性能の設定 

⑤ 建築年次による保有耐震性能の推測 

 

３ 耐震化の対象施設 

   次の建築年次、規模及び構造の施設を対象とする。 

（1） 建築年次 

   ・昭和５６年６月１日施行の建築基準法以前の耐震基準で建築された建築物 

（2） 規模・構造・その他 

      ① 防災活動拠点（本庁舎・支所連絡所・消防署所）  すべて 

      ② 避難所・災害時要援護者施設等    2階以上又は200㎡以上 

      ③ その他               木造以外で 2階以上又は200㎡以上 

 

     対象規模の施設数（住宅以外）         

 対象規模構造の施設数 

小・中・高等学校施設 ３７０ 

上記以外の施設 ３４７ 

   計 ７１７ 

 

４ 耐震化計画の優先順位付けの対象外とする施設 

(1) 小・中・高等学校施設・・すでに計画があるため 

(2) 上・下水道施設・・・（別途計画）ただし、居室用途が主たるものは対象 

(3) 防災上重要施設以外で常時人の利用を見込まない施設 

     ※小・中・高等学校以外の施設内訳                 

 対象規模構造の施設数 

上・下水道施設   ７２ 

人の利用の少ない施設   ３２ 

公表及び計画対象施設 ２４３ 

計 ３４７ 
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５ 施設分類 

 ①重要度１～３・・・防災上の施設の有する機能、施設が被害を受けた場合の社会的影響を考慮

して分類する。 

  ②安全性（耐震）の目標（Ⅰ類～Ⅲ類）・・・大地震動に対して施設が持つべき耐震安全性の目標。 

災害対策の拠点施設や、多数の者が利用する施設等の安全性確保が特に必要な

施設については、大地震動に対しても耐震性能に余裕を持たせる。 

Ⅰ類・・・（Ｉs値 0.9以上） 

   Ⅱ類・・・（Ｉs値 0.75以上） 

   Ⅲ類・・・（Ｉs値 0.6以上） 

 

重要 

度 防  災  上  の  区  分 施設例 
安全性の 

目標 

１ 

 

１ 

災害対策の指揮、実行、 

情報収集・発信活動 

救援・救助活動 応急復旧活動 

本庁舎、 

消防本部、消防署所 

支所・連絡所 

 

Ⅰ類 

２ 医療救護・保健衛生・防疫活動 保健所、診療所 

Ⅱ類 

３ 
避難所 体育館、市民会館 

コミュニティセンター 

４ 
災害時要援護者の安全確保 保育所、幼稚園 

福祉施設 

２ 

５ 
生活基盤の確保 

応急対策上必要施設 

清掃施設 

備蓄倉庫 卸売市場 

６ 

(１～５以外)で多数の市民が利用す

る施設の安全確保 

博物館、図書館、大規模事務所等 

（耐震改修促進法による特定建築

物 P4参照） 

７ 危険物の安全確保・被害拡大防止 一定数量以上の危険物貯蔵施設 

３ 

８ ６以外の市民が利用する施設 児童館、文化会館、集会所  

Ⅲ類 
９ 

その他の庁舎等 上記以外の事務所、 

作業所等 

 

③建築年次による推定耐震性能 

  建築物の保有耐震性能は耐震診断により求めるが、優先度の判定にあたっては、建築年次が新

しいほど「保育耐震性能」が高いと推定します、建築基準法施行令の改正年により分類しました。 

（A）昭和５６年６月以降に建築された建築物 

（B）昭和４６年から昭和５６年５月までに建築された建築物 

（C）昭和４５年以前に建築された建築物 

 

Ｉs値 ：耐震性能をあらわす簡便な指標として使われてい

る。一般の建物で0.6以上が必要とされている。 
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６ 優先度の判定 

 ６－１ 耐震診断の優先順位判定方法について 

耐震診断実施の優先度の判定については、主に次の項目で序列をつけます。 

 （１）防災士の重要度 

 （２）施設の建築年次から推定する「保有耐震性能」（建築物が保有する耐震性能（※参照 P3） 

   通常は耐震診断により求めます。 

 （３）耐震改修促進法による特定建築物かどうかの考慮（施設の規模） 

 

優先順位のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 耐震改修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法律）に基づく特定建築物 

     ・ 幼稚園・保育所         ２階以上かつ 500㎡以上 

     ・ 小・中学校・福祉センター等   ２階以上かつ 1,000㎡以上 

     ・ 一般体育館           1,000㎡以上 

     ・ その他（多数の利用施設）    ３階以上かつ 1,000㎡以上 

     ・ 危険物の貯蔵施設        政令で定める数量以上貯蔵するもの 

 

６－２ 耐震改修の優先度の判定について 

耐震診断の結果、Ｉs 値が要求耐震性能に満たない建築物について、その値が低いもの（要求

Ｉs値と耐震診断結果Ｉs値の差が大きいもの）から耐震改修を行う。その他は耐震診断の優先順

位に準じます。ただし、改修年度については、耐震改修以外の工事の計画も考慮して決定します。 

防災上の施設分類 

（重要度 1～3） 

1 2 3 

重要度 1 

建設年次 

Ｓ４６年以前か？ 

重要度 2 

建設年次 

Ｓ４６年以前か？ 

重要度 3 

建設年次 

Ｓ４６年以前か？ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 

建築物の規模 

耐震改修促進法 

特定建築物か？ 

建築物の規模 

耐震改修促進法 

特定建築物か？ 

建築物の規模 

耐震改修促進法 

特定建築物か？ 

建築物の規模 

耐震改修促進法 

特定建築物か？ 

優先 

順位 

１ 

優 先 

順 位 

２ 

優 先 

順 位 

３ 

優 先 

順 位 

４ 

優 先 

順 位 

５ 

優 先 

順 位 

６ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 

Ｙ
ｅ
ｓ 

Ｎ
ｏ 
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〔耐震改修工事までの手順〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔耐震改修計画と保全計画〕 

施設の保全計画は、構造の安全性が確認されていることが不可欠です。 

耐震改修工事は、省エネルギー化等設備機器等の更新工事、バリアフリー化及び施設の性能向

上を含めたリニューアル工事などを一般的に進めることで、重複工事を無くすことができます。 

また、耐震改修工事とリニューアル工事を適切な時期に実施し、日常の保全業務を適切に行う

ことにより建築物を耐用年数又はそれ以上使用することが可能となり、ライフサイクルコスト

を縮減し地球環境負荷を低減することができることになります。 

以上により、保全計画は、耐震診断結果を反映して、作成する必要があります。 

 

７ 今後の方針 

令和８年４月１日時点で、耐震化されていない市有施設は２６施設となっています。２６施設

については、公有財産利活用検討委員会の未耐震公共施設対策に関する専門部会にて方針を決定

していきます。 

 

耐震診断（耐震診断・劣化調査） 

  〇総合判定 

 耐震補強計画作成 

（第三者機関の判定） 

  〇総合判定 

 耐震補強詳細設計 

   

 耐震改修工事 
  〇総合判定 


